
 秋田市告示第226号

 

令和６年７月１日の「令和６年６月秋田市議会定例会」において議決を

 経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

 

 令和６年７月４日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 





議案第112号

令和６年度秋田市一般会計補正予算（第３号）

令和６年度秋田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,584,351千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148,662,323千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条 継続費の補正は、「第２表 継続費補正」による。

（市債の補正）

第３条 市債の変更は、「第３表 市債補正」による。



16 26,535,285 177,299 26,712,584

1 国庫負担金 20,046,097 135,832 20,181,929

2 国庫補助金 6,411,512 41,467 6,452,979

17 10,366,755 △3,834 10,362,921

2 県補助金 2,681,534 △3,834 2,677,700

21 700,000 338,933 1,038,933

1 繰越金 700,000 338,933 1,038,933

22 8,142,300 329,153 8,471,453

5 雑入 1,247,538 329,153 1,576,691

23 12,384,000 742,800 13,126,800

1 市債 12,384,000 742,800 13,126,800

147,077,972 1,584,351 148,662,323

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

国庫支出金

県支出金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計



2 17,543,110 10,562 17,553,672

1 総務管理費 15,772,932 6,712 15,779,644

3 戸籍住民基本台帳費 500,096 3,850 503,946

3 55,612,276 26,799 55,639,075

1 社会福祉費 26,642,083 14,643 26,656,726

2 児童福祉費 19,410,572 12,156 19,422,728

4 11,185,687 630,520 11,816,207

2 保健所費 1,860,075 630,520 2,490,595

6 2,634,092 2,574 2,636,666

3 林業費 440,456 2,574 443,030

7 9,246,490 59,597 9,306,087

1 商工費 9,246,490 59,597 9,306,087

8 16,115,568 47,500 16,163,068

3 河川費 1,331,456 47,500 1,378,956

9 4,622,876 625,794 5,248,670

1 消防費 4,622,876 625,794 5,248,670

10 15,402,936 181,005 15,583,941

2 小学校費 4,526,956 114,026 4,640,982

6 社会教育費 3,826,477 66,979 3,893,456

147,077,972 1,584,351 148,662,323

土木費

消防費

教育費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



千円 千円
9 消防費 1 1,908,484 令和6年度 625,686

令和7年度 1,208,306

令和8年度 74,492

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額
千円 千円 千円 千円

10 教育費 2 3,884,916 令和4年度 3,998,942 令和4年度

令和5年度 2,330,949 令和5年度 2,330,949

令和6年度 1,553,967 令和6年度 1,667,993

6 2,638,042 令和5年度 119,665 2,717,572 令和5年度 119,665

令和6年度 2,005,670 令和6年度 2,072,649

令和7年度 512,707 令和7年度 525,258

補 正 後

 小学校費 日新小学
校増改築
等事業

社会教育
費

佐竹史料
館改築事
業（改築
工事等
分）

消防費 消防通信指令システム更新事業

（変　更）

款 項 事 業 名
補 正 前

第２表　　継続費補正

（追　加）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額



 第３表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

児 童 福 祉 費 72,600 △ 4,200 68,400

林 業 費 25,300 1,000 26,300

道 路 橋 り ょ う 費 2,128,200 47,500 2,175,700

消 防 費 604,500 552,800 1,157,300

小 学 校 費 1,514,100 85,500 1,599,600

社 会 教 育 費 1,858,100 60,200 1,918,300

計 12,384,000 742,800 13,126,800

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法





議案第113号

令和６年度秋田市公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）

令和６年度秋田市の公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ57,553千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ663,363千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（市債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により

起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 市債」による。



3 196,474 42,953 239,427

1 一般会計繰入金 196,474 42,953 239,427

6 0 14,600 14,600

1 市債 0 14,600 14,600

605,810 57,553 663,363

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

繰入金

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円



2 105,438 57,553 162,991

1 地方卸売市場施設整備費 105,438 57,553 162,991

605,810 57,553 663,363

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出

事業費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額



第２表　　市債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　   率 償  還  の  方  法

千円

5.0％以内 　政府資金の場合はその融資条

計 14,600

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）

件による。銀行その他の場合は
債権者と協議して定める。ただ
し財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借換するこ
とができる。

地 方 卸 売 市 場
施 設 整 備 費

14,600
普通貸借又
は証券発行


